
享
保
飢
饉
の
結
末

享
保
飢
饉
に
話
を
戻
す
と
、
幸
い
に
も
、
次
の
享

保
十
八
年
は
豊
作
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
端
境
期

で
こ
の
飢
饉
は
終
息
し
た
が
、
餓
死
者
は
小
倉
藩
だ
け
で
も
四
万
三
〇
〇

〇
人
余
り
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
凄
惨
を
極
め
た
享
保
飢
饉

の
記
憶
は
、
そ
れ
か
ら
後
も
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
藩
は
百

回
忌
に
あ
た
る
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
五
日

に
か
け
て
、
小
倉
開
善
寺
に
お
い
て
、
藩
全
体
を
ま
と
め
た
施
餓
鬼
法
要

を
行
っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、
開
善
寺
に
各
郡
よ
り
惣
代
と
し
て
大
庄
屋

一
人
ず
つ
が
参
列
す
る
こ
と
、
及
び
同
寺
以
外
の
寺
院
が
法
要
を
行
う
こ

と
は
遠
慮
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
出
さ
れ
た
（
国
作
手
永
天
保
三
年
日

記
二
月
二
十
四
日
条
）。

現
苅
田
町
清
林
寺
に
は
享
保
十
八
年
に
建
て
ら
れ
た
餓
死
人
供
養
塔
が

あ
る
ほ
か
、
現
行
橋
市
で
は
九
基
に
及
ぶ
江
戸
時
代
建
立
の
供
養
塔
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
勝
山
町
萬
福
寺
で
は
二
〇
〇
回
忌
（
昭
和
七

年
）
の
供
養
塔
が
建
立
さ
れ
る
な
ど
、
わ
り
と
最
近
ま
で
享
保
飢
饉
の
餓

死
人
供
養
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

災
害
〜
文
政
十
一
年
の
風
水
害
〜

平
成
三
年
の
こ
と

平
成
三
年
九
月
二
十
七
日
午
後
四
時
ご
ろ
、
台
風

十
九
号
は
九
四
〇
\
（
当
時
使
用
の
単
位
は
㍊
）

と
い
う
極
め
て
強
い
勢
力
を
維
持
し
た
ま
ま
長
崎
市
付
近
に
上
陸
、
福
岡

市
上
空
を
過
ぎ
た
の
ち
日
本
海
へ
抜
け
（
京
築
地
方
へ
の
再
接
近
は
午
後

五
時
三
十
分
す
ぎ
）、
北
海
道
渡
島
半
島
に
再
上
陸
し
た
。
各
地
で
最
大

瞬
間
風
速
の
記
録
を
更
新
し
（
阿
蘇
山
で
六
〇
・
九
㍍
）、
暴
風
に
よ
る
死

者
は
全
国
で
六
二
名
、
負
傷
者
一
四
九
九
名
、
約
四
〇
〇
万
戸
が
停
電
し

た
。
ま
た
、
長
野
県
や
青
森
県
で
は
、
収
穫
前
の
林
檎
が
こ
と
ご
と
く
落

下
し
、
破
壊
的
な
被
害
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
台
風
が
後
に
「
り
ん
ご
台

風
」
と
命
名
さ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
あ
の
時
、
ま
る
で
紙
屑
の
よ
う
に

吹
き
飛
ば
さ
れ
た
屋
根
瓦
と
、
ス
ト
ロ
ー
の
よ
う
に
折
れ
た
電
信
柱
、
す

さ
ま
じ
い
数
の
風
倒
木
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
全
て
の
人
が
自
然
の
恐

ろ
し
さ
を
痛
感
し
た
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
、「
り
ん
ご
台
風
」
が
あ
ま
り
に
凄
ま
じ
か
っ
た
た
め
、
忘
れ
ら

れ
た
感
が
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
二
週
間
ほ
ど
前
の
九
月
十
四
日
、
北
部
九

州
を
中
型
で
強
い
台
風
十
七
号
が
襲
っ
て
い
る
。
こ
の
台
風
は
、
後
の
十

九
号
と
極
め
て
似
た
進
路
を
と
っ
て
、
風
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
各
地
で
記

録
的
な
大
雨
を
降
ら
せ
、
西
日
本
を
中
心
に
甚
大
な
被
害
を
出
し
て
い

る
。
こ
れ
に
追
い
討
ち
を
か
け
る
形
で
、「
り
ん
ご
台
風
」
は
や
っ
て
来

た
の
で
あ
り
、
十
七
号
で
地
盤
が
緩
む
な
ど
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
十
九

号
の
被
害
も
少
し
は
軽
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

文
政
十
一
年
の
こ
と

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）、
北
部
九
州
は
梅

雨
末
期
の
大
雨
に
よ
っ
て
各
地
で
水
害
に
見
舞

わ
れ
、
ま
た
平
成
三
年
と
同
じ
く
、
大
変
な
台
風
の
当
た
り
年
で
も
あ
っ

た
。
こ
の
年
の
風
水
害
は
、
大
き
く
分
け
て
、
①
五
月
二
十
五
日
、
②
七

月
一
日
・
二
日
、
③
八
月
十
日
、
④
八
月
二
十
四
日
の
四
度
で
あ
っ
た
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が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
被
害
状
況
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

①
五
月
二
十
五
日

新
暦
で
は
七
月
六
日
に
あ
た
る
の
で
、
台
風
で
は
な
く
梅
雨
末
期
の
大

雨
で
あ
ろ
う
。
立
石
]
『
福
岡
県
近
世
災
異
誌
』（
平
成
四
年
）
に
は
、

こ
の
日
に
大
雨
の
あ
っ
た
記
録
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
企
救

郡
の
大
庄
屋
・
中
村
平
左
衛
門
の
日
記
に
も
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
か
な
り
局
地
的
な
水
害
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

五
月
二
十
五
日
、
夜
九
つ
時
（
午
前
零
時
）
過
ぎ
よ
り
起
こ
っ
た
大
風

雨
は
「
去
る
子
年
以
来
の
洪
水
」（
長
井
手
永
大
庄
屋
文
政
十
一
年
日
記
五

月
二
十
五
日
条
）、
す
な
わ
ち
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
以
来
の
洪
水
に

な
っ
た
。
文
化
十
三
年
に
は
五
月
二
十
四
日
、
六
月
十
九
日
、
八
月
三

日
、
八
月
二
十
日
、
八
月
二
十
三
日
に
大
雨
（
大
風
）・
洪
水
が
確
認
で

き
る
が
、
こ
の
場
合
ど
れ
を
指
し
て
い
る
の
か
明
確
で
は
な
い
。
個
別
の

も
の
で
は
な
く
、
三
度
の
大
雨
・
洪
水
が
あ
っ
た
八
月
全
般
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

文
政
十
一
年
五
月
二
十
五
日
の
洪
水
は
、
各
村
で
井
手
樋
が
流
失
し
、

川
土
手
が
切
れ
る
な
ど
の
被
害
を
出
し
た
が
、
仲
津
郡
で
は
大
橋
村
（
現

行
橋
市
）
今
川
河
口
部
の
被
害
が
特
に
大
き
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
大
新

地
の
土
手
が
長
さ
一
〇
間
（
底
辺
五
間
・
上
辺
一
間
・
高
さ
一
間
半
）、
沖

新
地
の
土
手
が
長
さ
三
六
間
（
底
辺
四
間
・
上
辺
一
間
・
高
さ
一
間
半
）
に

わ
た
っ
て
決
壊
し
、
唐
戸
（
水
門
）
も
一
か
所
壊
れ
た
（
国
作
手
永
大
庄

屋
文
政
十
一
年
日
記
六
月
七
日
条
）。
大
橋
村
の
新
地
土
手
修
繕
に
つ
い
て

は
、
郡
普
請
で
六
月
七
日
に
行
う
予
定
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
前
日
の
暮
時

か
ら
大
雨
が
降
り
始
め
、
七
日
は
ま
た
洪
水
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

「
大
橋
村
新
開
土
手
切
口
七
日
洪
水
に
又
々
洗
崩
」（
同
前
六
月
八
日
条
）

と
な
っ
た
た
め
七
日
の
郡
普
請
は
中
止
さ
れ
、
十
日
に
実
施
し
て
い
る

（
同
前
六
月
十
日
条
）。

な
お
、
五
月
二
十
九
日
も
「
雨
出
水
」（
同
前
五
月
二
十
九
日
条
）
で
、

筑
前
・
筑
後
で
は
大
き
な
被
害
を
出
し
た
が
（『
福
岡
県
近
世
災
異
誌
』）、

当
地
方
で
は
二
十
五
日
ほ
ど
の
洪
水
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

六
月
十
六
日
・
十
七
日
も
「
大
夕
立
雷
鳴
洪
水
」「
雨
水
洪
水
」（
長
井
手

永
大
庄
屋
文
政
十
一
年
日
記
六
月
十
六
日
・
十
七
日
条
）
で
筑
前
・
筑
後
方

面
の
被
害
が
大
き
く
（『
福
岡
県
近
世
災
異
誌
』）、
小
倉
藩
で
も
企
救
郡
の

中
村
平
左
衛
門
は
「
前
代
未
聞
」
の
洪
水
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
が

（『
中
村
平
左
衛
門
日
記
』
第
四
巻
）、
京
都
郡
・
仲
津
郡
域
の
史
料
で
は

具
体
的
な
被
害
を
知
り
得
な
い
。

②
七
月
一
日
・
二
日

新
暦
で
言
え
ば
八
月
十
一
日
・
十
二
日
に
あ
た
る
。
七
月
一
日
夜
か
ら

降
り
始
め
た
雨
は
、
二
日
に
は
「
大
風
雨
大
洪
水
」（
同
前
七
月
二
日
条
）

と
な
っ
た
。
長
井
手
永
（
現
犀
川
町
域
の
一
部
）
の
大
庄
屋
が
郡
奉
行
に

提
出
し
た
状
況
報
告
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

飛
脚
を
以
っ
て
申
し
上
げ
候
、
然
れ
ば
一
昨
夜
半
頃
よ
り
降
雨
、
追
々
大
風
雨
に
罷

り
成
り
、
昨
夕
七
つ
頃
に
至
り
前
代
未
聞
の
大
洪
水
に
て
御
座
候
、
右
に
付
き
、
手

永
内
川
筋
往
来
崩
れ
、
土
手
崩
れ
、
猶
又
御
田
地
川
成
り
・
砂
入
り
・
水
押
し
大
造
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の
儀
共
出
来
仕
り
候
趣
相
聞
へ
、
偖
々
苦
々
し
く
存
じ
奉
り
候
、
私
方
な
ど
屋
敷
内

へ
川
水
押
し
込
み
、
土
塀
垣
餘
程
洗
い
崩
し
、
既
に
床
に
水
届
き
申
す
べ
く
様
相
成

り
、
家
内
大
騒
動
仕
り
候
、（
略
）

七
月
三
日

長
井
覚
七

佐
藤
桓
兵
衛
様

（
長
井
手
永
大
庄
屋
文
政
十
一
年
日
記
七
月
三
日
条
）

長
井
手
永
大
庄
屋
は
、
今
川
に
近
接
し
た
同
手
永
大
村
（
現
犀
川
町
大

村
）
に
役
宅
が
あ
っ
た
が
、
床
上
浸
水
直
前
の
状
況
が
よ
く
分
か
る
。
こ

の
時
の
大
雨
・
大
風
は
、
筑
前
・
筑
後
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
（『
福

岡
県
近
世
災
異
誌
』）、
時
期
的
な
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
お
そ
ら
く
北
部
九

州
を
台
風
が
通
過
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

③
八
月
十
日

新
暦
で
は
、
九
月
十
八
日
に
相
当
し
、
明
ら
か
に
台
風
に
よ
る
風
水
害

で
あ
る
。
気
圧
配
置
の
関
係
か
ら
、
九
月
の
台
風
が
九
州
に
接
近
す
る
可

能
性
が
高
い
の
は
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
。
文
政
十
一
年
の
風
水
害
の

中
で
は
、
最
悪
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
中
村
平
左
衛
門

の
日
記
に
は
、
台
風
襲
来
の
様
子
、
被
害
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
（
一
部
意
訳
し
て
現
代
語
に
改
め
た
）。

「
七
月
九
日
、
午
前
零
時
頃
か
ら
東
よ
り
の
風
が
強
く
吹
き
始
め
た
。
午
前
三
時
前

に
は
暫
く
風
は
弱
ま
っ
た
が
雨
が
強
く
降
り
出
し
、
間
も
な
く
南
風
が
激
し
く
な
っ

て
、
午
前
六
時
頃
ま
で
は
言
語
道
断
の
状
況
で
あ
っ
た
。
午
前
七
時
頃
か
ら
次
第
に

風
も
弱
く
な
り
、
十
時
頃
に
は
吹
き
止
ん
だ
の
で
あ
る
。」

「
家
族
の
者
は
、
激
し
い
南
風
が
吹
き
始
め
た
頃
か
ら
家
（
富
野
手
永
大
庄
屋
役
宅
）

が
壊
れ
な
い
か
と
騒
ぎ
始
め
、
あ
れ
こ
れ
手
立
て
を
講
じ
て
い
た
が
、
こ
の
役
宅
は

危
険
と
判
断
し
た
。
そ
こ
で
、
提
灯
に
火
を
移
し
、
火
の
元
を
念
入
り
に
確
認
し
、

裏
口
よ
り
外
へ
出
て
、
隣
家
の
上
富
野
村
庄
屋
利
右
衛
門
宅
へ
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
少
し
し
て
、
役
宅
は
倒
壊
し
た
。
八
間
半
×
四
間
の
規
模
で
、
大
変
な
古

家
で
あ
っ
た
が
、
南
向
き
に
建
っ
て
い
た
た
め
、
激
し
い
南
風
を
ま
と
も
に
受
け
て

倒
れ
た
の
で
あ
る
。
利
右
衛
門
方
へ
向
か
う
道
で
は
木
の
折
れ
る
音
、
役
宅
の
倒
壊

す
る
音
に
肝
を
潰
し
、
竹
の
た
わ
み
に
は
打
た
れ
、
そ
の
う
え
提
灯
の
火
が
消
え
た

た
め
真
っ
暗
闇
で
あ
っ
た
。
倒
木
を
踏
み
越
え
、
倒
れ
た
垣
根
に
つ
ま
づ
き
、
何
度

か
死
ん
だ
よ
う
な
心
地
に
な
り
な
が
ら
、
よ
う
や
く
利
右
衛
門
の
家
に
辿
り
つ
い
た

の
で
あ
っ
た
。（
略
）
午
前
九
時
頃
か
ら
村
内
を
廻
っ
て
被
害
状
況
の
調
査
を
し
た
と

こ
ろ
、
倒
壊
し
た
家
屋
は
夥
し
か
っ
た
。（
略
）
村
内
を
廻
ろ
う
に
も
、
倒
木
の
上
、

倒
壊
し
た
家
屋
の
上
を
踏
み
越
え
、
踏
み
越
え
し
て
歩
く
し
か
な
く
、
小
道
は
倒
木
・

倒
家
で
全
て
塞
が
れ
て
い
た
。
誠
に
前
代
未
聞
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、

即
死
者
や
怪
我
人
が
少
な
か
っ
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
馬
は
一
疋
怪
我
し
た
と
の

こ
と
で
あ
る
」（『
中
村
平
左
衛
門
日
記
』
第
四
巻
）

小
倉
藩
全
体
の
具
体
的
な
被
害
状
況
は
表
５
―
４３
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
年
の
台
風
十
九
号
に
よ
る
死
者
は
、
全
国
で
六
二
名
で
あ
っ
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
小
倉
藩
領
で
死
者
七
三
名
と
い
う
数
字
の
意
味
が
よ
く

分
か
る
。
中
村
平
左
衛
門
は
間
一
髪
の
と
こ
ろ
で
難
を
逃
れ
て
い
る
が
、

倒
壊
し
た
家
屋
の
下
敷
き
と
な
り
、
圧
死
す
る
者
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
（
同
前
史
料
）。
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④
八
月
二
十
四
日

新
暦
で
言
え
ば
、
十
月
二
日
に
あ
た
る
。
八
月
十
日
の
台
風
と
同
じ
よ

う
な
進
路
を
と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
前
回
よ
り
被
害
は
軽
か
っ

た
。
既
に
前
回
台
風
で
、
倒
れ
る
べ
き
（
？
）
建
築
物
・
構
造
物
の
大
半

が
倒
壊
し
て
い
た
か
ら
、
結
果
的
に
被
害
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
だ
け
の

こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
前
回
は
真
夜
中
の
直
撃
だ
っ
た
が
、
今
回

は
日
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
こ
と
も
被
害
を
小
さ
く
す
る
要
因

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
表
５
―
４３
を
見
て
分
か
る
と
お
り
、

死
者
が
出
な
か
っ
た
の
は
幸
い
に
し
て
も
、
そ
の
被
害
は
決
し
て
小
さ
く

は
な
か
っ
た
。
八
月
十
日
同
様
、
こ
の
台
風
も
「
風
台
風
」
で
あ
っ
た
が
、

襲
来
し
た
時
の
様
子
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
一
部
意
訳
し
て
現
代
語

訳
）。「

最
初
は
東
風
が
吹
き
出
し
、
午
前
八
時
前
よ
り
次
第
に
南
風
に
変
わ
っ
て
、
非
常

に
激
し
い
風
と
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
西
風
と
な
り
、
八
時
過
ぎ
に
は
吹
き
止
ん
だ
」

（
長
井
手
永
大
庄
屋
文
政
十
一
年
日
記
八
月
二
十
四
日
条
）

「
今
朝
午
前
七
時
頃
よ
り
東
風
が
激
し
く
吹
き
始
め
た
。
午
前
九
時
頃
に
南
風
と
な

り
、
し
ば
ら
く
吹
き
止
ん
だ
が
、
や
が
て
西
風
が
吹
き
、
言
語
道
断
の
激
し
さ
と

な
っ
た
。
午
前
十
時
頃
に
北
風
に
か
わ
っ
た
の
ち
静
ま
っ
た
。（
略
）」

（『
中
村
平
左
衛
門
日
記
』
第
四
巻
）

風
向
き
が
変
わ
っ
た
時
刻
、
風
が
収
ま
っ
た
時
刻
に
違
い
は
あ
る
が
、

ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
検
証
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
意
味
は
な
い
。
仲
津
郡

と
企
救
郡
と
で
台
風
接
近
に
時
間
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
不
定

時
法
に
よ
る
時
刻
認
識
の
違
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

風
は
東
↓
南
↓
西
と
向
き
を
変
え
、
最
後
は
北
風
で
収
ま
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
中
村
平
左
衛
門
が
い
う
よ
う
に
南
風
の
後
に
い
っ
た
ん
風
が
収
ま
っ

た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
台
風
の
目
」
が
通
過
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
証

拠
に
な
り
得
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
台
風
は
小
倉
藩
領
で
も
東
部

の
被
害
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
（
同
前
史
料
）。
現
在
で
は
常
識
的
な
気

表５―４３ 文政１１年８月の台風被害状況（小倉藩全体）

８月２４日

２９８８ 軒

１１９５ 軒

５ 軒

８か所

３ 軒

９８ 軒

２４１ 艘

１９４ 人

８８ 人

１０ 人

【史料】『中村平左衛門日記』第４巻
８月１０日には、上記の他に仲津郡大橋村の火災被害あり（本文参照）。

８月１０日

６８６２ 軒

３７５９ 軒

８ 軒

３２ 軒

２１か所

１２ 軒

５９ 軒

８ 軒

２１３ 軒

１４９ 艘

１７５ 人

７３ 人

被 害 の 内 訳

居家（全半壊）

稲屋・牛馬屋・土蔵・物置（全半壊）

焼失居家

御腰掛所在番役宅・遠見番所・諸役宅
御茶屋・郷蔵（全半壊）

御高札場

皿山細工場

塩焼屋

水車屋

寺社・小社・拝殿・神輿蔵・辻堂・庫
裡・寺門（全半壊）

船数（破却・流失）

漁人行方不明

同 死人

怪我人

死人
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象
知
識
で
あ
る
が
、
台
風
の
風
は
、
進
行
方
向
の
西
よ
り
も
東
側
の
方
が

強
い
。

台
風
通
過
中
の
火
事

八
月
十
日
の
台
風
の
と
き
、
中
村
平
左
衛
門

は
、
倒
れ
そ
う
な
役
宅
か
ら
避
難
す
る
に
あ

た
っ
て
、
念
入
り
に
火
の
元
を
確
認
し
た
上
で
戸
外
に
出
て
い
る
（『
中

村
平
左
衛
門
日
記
』
前
掲
現
代
語
訳
）。
こ
れ
は
、
倒
壊
し
た
家
屋
か
ら
火

が
起
こ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
も
し
火
が
起
こ
れ
ば
猛
烈
な
風

に
煽
ら
れ
、
大
変
な
火
災
に
な
り
か
ね
な
い
。
あ
せ
る
気
持
ち
を
抑
え
、

火
の
元
の
確
認
を
し
た
彼
の
行
動
は
全
く
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
こ
の
台
風
の
と
き
、
仲
津
郡
大
橋
村
で
ま
さ
し

く
そ
の
最
悪
の
事
態
が
発
生
し
た
。

八
月
十
日
午
前
二
時
ご
ろ
、
大
橋
村
南
横
町
川
越
の
吉
太
郎
宅
が
倒

壊
。
住
人
の
吉
太
郎
と
そ
の
母
は
無
事
で
あ
っ
た
が
、
間
も
な
く
倒
壊
し

た
家
屋
か
ら
火
災
が
発
生
し
た
。
火
は
折
か
ら
の
強
い
南
風
に
煽
ら
れ

て
、
み
る
み
る
う
ち
に
北
東
方
向
へ
延
焼
し
、
年
貢
等
を
保
管
す
る
御
蔵

所
（
現
行
橋
小
学
校
付
近
に
所
在
）
ま
で
も
焼
き
尽
く
し
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
被
害
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
①
御
蔵
所
三
軒
、
②
御
蔵
所
御

門
二
か
所
、
③
御
番
所
（
御
蔵
所
の
番
所
か
）
一
軒
、
④
御
蔵
所
の
諸
道

具
全
て
焼
失
、
⑤
住
宅
一
三
九
軒
、
⑥
稲
屋
四
九
軒
、
⑦
土
蔵
五
軒
、
⑧

馬
屋
二
二
軒
、
⑨
寺
院
三
軒
、
⑩
庫
裏
二
軒
、
⑪
鐘
堂
一
か
所
、
⑫
門
（
寺

院
の
門
か
）
二
か
所
、
⑬
社
（
金
毘
羅
社
か
）
一
か
所
、
⑭
一
四
町
八
反

余
の
田
畑
作
物
が
火
勢
に
よ
り
枯
死
（
国
作
手
永
大
庄
屋
文
政
十
一
年
日

記
八
月
十
日
条
）
。
大
橋
村
の
戸
数
は
、
当
時
三
七
三
軒
で
あ
っ
た
か
ら
、

全
体
の
三
七
％
を
超
え
る
民
家
が
焼
失
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
し
く

「
大
火
」
で
あ
っ
た
。

第
三
節

人
別
改
帳
に
み
る
村
と
村
人

人

別

改

人
別
改
は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
将
軍
徳
川
吉
宗
に

よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
人
口
調
査
で
、
第
二
回
が
五
年
後

の
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
・
午
年
）
に
行
わ
れ
、
以
後
は
明
治
初
年
ま

で
六
年
に
一
度
、
子
年
と
午
年
に
全
国
一
斉
の
人
口
調
査
が
続
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
調
査
の
た
び
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
各
村
の
人
別
改
帳

に
は
、
戸
別
に
家
族
の
年
齢
、
名
前
、
出
身
地
が
記
さ
れ
て
お
り
、
年
齢

統
計
や
通
婚
圏
に
加
え
、
村
人
た
ち
の
名
前
に
つ
い
て
調
べ
る
の
に
適
し

て
い
る
。
た
だ
、
男
性
の
場
合
は
全
員
実
名
が
記
さ
れ
る
が
、
既
婚
女
性

の
場
合
は
実
名
が
記
さ
れ
ず
、「
女
房
」「
母
」「
伯
母
」「
祖
母
」
の
よ
う

に
、
戸
主
と
の
続
柄
の
み
記
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
別
改
帳
を
使
っ

た
場
合
、
女
性
の
名
前
が
限
定
的
に
し
か
把
握
で
き
な
い
こ
と
に
な
る

（
未
婚
の
若
年
層
を
中
心
に
し
か
把
握
で
き
な
い
）。

現
勝
山
町
域
に
属
す
る
村
々
に
つ
い
て
い
え
ば
、
明
治
三
年
（
一
八
七

〇
）
に
作
成
さ
れ
た
久
保
手
永
人
別
改
帳
が
現
存
す
る
の
で
、
そ
れ
を
使

用
し
て
、
明
治
に
入
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
の
村
と
村
人
の
様
子
を
う
か

が
っ
て
み
よ
う
。
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